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裁判員裁判の実施状況について(制度施行～平成31年4月末･速報）

表1 罪名別の新受人員の推移
『

（

(注） 1 延べ人員である．

2受理後の罰条の慶更等により，裁判員栽判対象事件になったものを含まず，同事件に砿当しなくなったものは含む．

3 1通の起訴状で複数の罪名の異なる裁判員裁判対象審件が起所された場合は, ､法定刑の最も重い罪名に計上した。

4未遂処罰規定のある罪名については，未遂のものを含む･
5 『 （準）強鬮わいせつ致死傷jは，監蓮者わいせつ致死傷を含む．

6 「 （蟻）強制性交等致死傷」は，監霞者性交等致死傷及び平成29年法律第72号による改正前の（準）強姦致死傷を含む．

7 「強査・強制性交等jは，平成29年怯律第72号による改正前の強盗強姦を含む．

8 『危険運転致死jは，平成25年法律篇86号による改正前の刑法208条の2及び自動車の運転により人を死傷させる行為等

の処罰に閲する法律2条に規定する扉である。 ’

9 職刀法jは,職砲刀剣類所持等取籍法jの略である。

10 「組織的犯罪処罰法jは, I組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律』の略であふ

11 「麻薬特例法jは． 「国際的な箇力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向儲

神薬取締法等の特例等に関する法律」の略である．

l2 「麻薬取締法」は， 「麻薬及び同精神蕊取締法」の略である。

13裁判員栽判に関する事務を取り扱う支郎以外の支部に起所された人員を除く。

14速報値である．

－1－

累計 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成36年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年
平磁1年

(4月末）

総数 14,076 10196 11797 1,785 1,457 10465 1,393 1,333 1,077 10122 1,090 361

強盗致傷 3,283 295 468 411 329 342 321 290 224 253 281 69
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裁判員裁判の実施状況について(制度施行～平成31年4月末速報）

表2庁別の新受人員.終局人員及び未済人員の推移

－2－

累計
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裁判員裁判の実施状況について(制度施行～平成31年4月末･速報）

１
２
３
４
５

１注Ｉ 実人員である．

栽判員撒判に関する事務を取り扱う支翻以外の支儲に起鮒された人員を除く．

瞬因変更により徽判員撒判対擬事件とたった事件は，訴因賢更快定Bでは吐く，起堺日をもって新受鳳の当蔑箇所に計上した．

撒判員怯3条1項の除外決定があったものを隙〈. ‘

慨救である，

－3－

鼎計

蔚受 縛局 未済

平俄21年

断受 侭局 未済

平成22年

新受 偽局 未涜

平鯉3年

蔚受 終局 未済

平成2側

新受 縛局 来済

平成25年
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裁判員裁判の実施状況について(制度施行～平成31年4月末･速報）

表3罪名別・量刑分布別（終局区分別を含む）の終局人員及び控訴人員

実人員である．

『その他」は，免所，公解棄却．移送（少年膣5s条による家紋移送を除く､ ）等である．

宋進処釦規定のある界躬挺ついては．未遵のものを含む．

有紀（一蔀無罪と含む． 〕の密合障処断罪名を，鑑罪，その他の娼合は鍵局時において当鍾事件について褐:fられている訴因の罪名のうち．裁卿員裁判封鹸事件の罪名
(裁判員裁判対象事件が植散あると倉は．推定刑が最も重いもの）を．それぞれ計上した．
理解罪名と露定罪名が異なる場合や罰粂の変更弊の鰯合などにおいては，裁判国織判対象事件の罪名と異なる罪名で計上されることがある．
舘楓刑について．刑の－碇執行轍予が甘い捜された人員はない． ：

i麻翻特例権』は． 『国庫的な腔力の下に規醐醒物に係る不正行動を助長する行為等の陦止を因るための麻蕊及び向鯛神蕊取締龍等の特例等に腿する法律』の路である
「危険蓮転致死」は，平成25年嵯律第86号による改正前の刑法208桑の2及び自動車の逮転Iこより人を死螂させる行為等の鯉罰に関する塗嘩に規定する邪である．
『銃刀法」は． 『侭函刀剣瓢所持等取祷援」の略である．

「組韓的犯卵処閲法jは． 『紐織的な犯罪の処罰及び犯罪収隆の規胴等に閥する法搾」の略である0 ．

『麻醜取締進jは． 『麻蕊及び向輔神璽取釣陸」の略である｡．
「海賊行為処罰控』は． 『海賊行鋤の処罰及び栂鮫行為への対処に鴎する鯵律Jの略である．

『過失竃畦致兎」は．平域25年法律第86号による改正的の刑法28】桑2頃及び自動車の巡転により人を死鰯させる行扮等の処罰に閲十ろ嵯俸に頃窟する罪である．
「危険運転致砺』は． 自動車の速転により人陛死侭させる↑了為等の処罰に関する諺律に規定する卵でめるc

俄ﾔﾘ良法3条I項の除外援定があったものを節く．

裁判員観判に閲する率硫を取り娘う支部以外の支部に睦瞬され． 当絃支部の管俺区蛾を醜扱区城とする本庁又は文郎に回付された人員を除く
遼鯛釘である．
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裁判員裁判の実施状況について(制度施行～平成31年4月末･速報）

表4裁判員候補者名簿記載者数，各段階における裁判員候補者数及び選任された裁判員・
補充裁判員の数の推移

（

（

(E) 1 1イ」は刑事局の集計詰果であり，平成29年以降は，実際には裁判員侯補者に選ばれない18鼠及び19歳の者が含震れる。唯お, 18霞及び19歳の者について
は，名簿悶製段直ちに鴇除されるため｢'､」には含まれない，
2 「ハ」厳いし『ヲ」は延べ人員であり，速報値である。 、

3 1二」及び｢へl.には,認が認められたもののほか, (1)雄事由,蔵職止事由に陵当十るとして,呼び出さ軸i措侭又は呼出取桶しがされたも”含まれ,夏
に前者には， (2)伝居先不瞬により鼠判員侯箇者名像毘篭通知等が不到逮であ．ったもの力(誌れる二 ・
4 1卜」には， そもそも呼出我が到達しておらず，現実的には出席を翻待L科い､蕊判員侯繍者も含まれる。
5 「ヌjには，理由あり不選任決定(鼠判貝法3蜂4項） ，辞退による不遺任決定（同法34条7項) ，理由なし不適任決定（同法36条）及噸問なし不遥任決定
（同規則35条2項， 3項)都されたものを含み， くじ等による不選任於定(同怯37条3項)がされたものは含まない．
6 1ル(a) jのうち,平成21年及び平成22年の人数には, (1)欠格事由,薗騒蕊止軸に蕨当するとして‘呼び出さ厳い措置がされたもの, (2)騒居先不用等によ
り裁判員候補者ら薄記篇通知等が不到遼であったもの力1含まれる。 ．
7 「ワ」及び「力jは実人員であり，概敷である， ‘
8 補充栽判員から競判員に選任された恩合は，画撤して計上した。

9 ［ ］は，判快人員（累計110864人，平成21"142人，平成22年1,506人，平成23年1,525人，平成24年1,500人,平成25¥I,387人,平成26年1,202A,平成27年1,182人，
平成28¥1, 104人,平成29年966人.平成30年1,027人;平成31¥323人) 1人当たりの平均である。唯お,判決人員には少年法55条による家裁移送決定があったものを含
み,栽判”参伽する合確体で審理が行われずに公豚妻却判決があったものを含ま唯い，

－5－

累計 平成21年 平成22年 即城23年 平鯉4年

i

職麓皐|職
平成27年 平成28年 平成29年 平成測年

平醐1年

Q月末）

イ 裁判貝織詫薄罷蝋者数 2,肘7,噸 295,036 3448900

■
■
Ⅱ
■
■
■
■
■
■
■
■
ｐ
③
凸
■
Ｉ
１
ｆ
Ｏ４９，５１３ 285,530 259,200 236,5m 233,8伽 229,伽 ､233,600 2300600 233,300

ロ 名簿使用率(%). (｢ﾊj/｢ｲ｣） 4” 4.5 36.7
１

１
塊.2 52.0 56.8 55.8 51.4 55.3 18.0

ノ、 選定された栽判員候補識
1,215,M3

[102.5]

13,423

似.5］

126,465

[84.0】

131,880

[8“］

135,535

[90.4］

135,m7

[97.5］

123,噸

[1M.4]

132,831

[11

127,811

[115.8]

120,187

[124.4]

127,490

[124.1]

42脳

[130.01

二
査
員
閥
判

潔め

◆

られた蔵
3鮒,838 3,785 32,245 37‘771 ’38,488

1

･39,666 36,7弱 40,755 39,485 36,011 39,703 141174

ホ
期日の鋤･質問票鍵付した篭判
員候補者数（｢ﾊ｣－｢二｣）

857,鮪5

(72.2］

9,638

[67.9］

94,"O

[62.6］

94,109

[61.7］

７
１
瓜
奴
７
６
９
ｔ

951541

[68.9］

叫
剛

、
鉦
⑭
●

，
Ｑ
■
上

６
７
８
ｆ

92,076

[77.9］

88,326

m0.0]

84,176

[87.1］

87,湖7

【85.5］

27,831

[86.2］

へ
質問票により錨鴎力I認められた栽

●

判員侯補者数
387,513 3,185 34,147 37,756

１
１

42,4431 《3,451
’
１
１

I

4Q351 43,8閲 41,W3 41,707 44,卯7 14,197

ト
選任手統期日に出席を求められた栽
判員候補者散（｢ﾎ1－｢へ｣）

469,542 6,453 60m3 56,353 54,604

’

’
52,開0 45,953 480270 46,763 42,469 42,880 13j634

チ
選任手織日に出席した裁判員侯補
者散

339,041

[28.6］

5,415

[38.1］

２
１
２
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４
２

組
匡
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色
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《
ロ
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〃
画
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リ 出席率(%）
(｢ﾁ｣／｢ﾊj)

(｢ﾁj/｢卜｣)

27.9

72.2
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83.9

3a3

80.6

33.51 30.7

7a31 76．1
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74.0 71.4

、 24．5
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64.8

型.6

閏.9
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ヌ
選任手騨､日当日に辞退等により不

選任決定力Iされた裁判員爵錆数
即,786 1,326 ､110850 11O3肥

■
Ｉ
■

'．

’
10.933 ’

I

i1o055 9,321 901" 8,324 7,528 7,498 2,郷

ル
(a)

(b)

錨助螺められた競鱸候補者の篭
数 ，

辞退率(%） 〈『ﾙ(a)j/『ﾊj)

762,590

腿.7
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59.1 61,6
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くじの母数となった錨者数に,理由

な坏遁任数を加え繩の
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裁判員裁判の実施状況について(制度施行～平成31年4月末･速報）

表5平均審理期間及び公判前整理手続期間の推移(自白否認別）

(注） 1 判決人員は奥人員である。

2 「公判前整理手鏡期間の平均(月) 」は,裁判員撒判対象事件以外の事件について，公判筋整理手鶴に付されずに公判を開いた後,罰条の変更餅こより
競判員裁判対象事件になり，期日間蔓理手鏡に付されたもの等を除外して算出した．

3判決人員には少年法55条による家蔵移送快定があったものを含み，俄判員が参加する合殿体で審理が行われずに公詠棄却判淡があったものを含まない。
4 競判員法3条1項の除外挟定があったものを除く。

5速報値である｡．

表6公判前整理手続期間（公判前整理手続に付された日から同手続終了日まで）別の

判決人員の分布及び平均公判前整理手続期間（自白否認別）

(注） 1 実人員である。

2裁判員裁判対象事件以外の事件について，公判前整理手続に付されずに公判を開いた後‘罰条の変更等により裁判

員裁判対象事件になり，期日間整理手続に付されたもの等があるため，判決人員は他の表と異なる。

3判決人員には少年法55条による家裁移送決定があったものを含み，絞判員が参加する合駿体で審理が行われずに

公訴棄却判決があったものを含まない。

4裁判員法3条1項の除外決定があったものを除く。

5速報値である．

－6－

累計 平成21年 平成22年 平成鋼年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成塊年 平成鈎年 平成30年
平成31年

(4月末) 。

絶数

判快人員

平均審理期間明）

公判前整理手鏡期間の

平均(月）

公判前整理手続以外に

要した期間の平均(月）

11,864

9.2

7.0

22

142

5.0

2.8

2.2

11506

8.3

5.4

2.9

1,525

8.9

6.4

2.5

11500

9.3

7.0

2.3

1,387

8.9

6,9

2.0

1,202

8.7

・ 6‘8

1.9

1,182

9b2

7.4

1.8

1,104

10．0

8,2

1.8

966

10．1

8.3

1．8

1,027

10,1

8.2

1.9

323

10.0

8.2

1.8

自白

判決人員

平均審理期間(月）

手統期間の

公判前蔓理手綴以外に

要した期間の平均(月）

6,442

・ 7．4

5.4

2‘0

114

4.8

2.8

2.0

970

7.4

4.6

2.8

885

7.3

5.0

2.3

帥6

7.2

5.2

2.0

725

7.1

5.4

1.7

644

7.0

5.4

1.6

623

7,4

5.8

1.6

5閃

. 8．0

6.5

1.5

449

7.9

6.4

1,5

4鈴 162

7.7 7,5

6.1 6.0

1.6

０
〃

1．5

否翻

判決人員

平均審理期間(月）

公判前整理手纐W間の

平均(月）

公哨揃整理手続以外に

要した期間の平均(月）

5,422

11.3

8.9

2.4

28

5.6

3.l

2.5

536

9β

6.8

3.0

640

10.9

8.3
■

2.6

694

11．7

9.1

2.6

662

10.9

8.5

2.4
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10.6

8.5

2.1

559

11.2

9.1

2.1
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2.0
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． 2．1

531 161

ｒ

６

Ｌ

り
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１
１
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判
決
人
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頂
日
以
内

１
月
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２
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以
内

３
月
以
内

６
月
以
内

９
月
以
内

１
年
以
内

１
年
３
月
以
内

‘| ､
年 年

6 9

月 月
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２
年
以
内

２
年
３
月
以
内

２
年
６
月
以
内

２
年
９
月
以
内

３
年
以
内

３
年

。
■
■
■
■
■
■
９
■
１
“
１
日
■
■
ｆ
ｊ
■
０
■
■
０

を
超
え
るＩ

平
均
公
判
前
整
理

手
続
期
間

総数 11,713 ■■■ 7 233 872 5,066 2;912 1,392 671 279 112 74 39 20 16 4 16 7.0月

自白 6,350
ー 6 202 769 30554 1,271 352 125 43 11 12 3 2 ー 一 q■■ 5.4月

否鯉 5,363
ー 1 31 103 1,512 1,641 1,040 546 236 101 ’ 62 36 18 16 4 16 8.9月



裁判員裁判の実施状況について(制度施行～平成31年4月末･速報）

表7平均実審理期間及び平均開廷回数の推移（自白否認別）

（

(注） 1 判決人員は実人員である‘

2実審理期間は,第1回公判期日から農局(判決宣告)までの期間であり，謹等が行われなかった日や土日祝日を含む｡最長のものは207日であり，最
短のもの|ま2日である。

厳お,孜の事件は， （1）～（3）の方法により算出した． 、

（1） 区分審理を行ったものについては,裁判員が参加した審理が行われた期間の合計を実審理期間とした。
（2） 裁判官のみで第1回公判を開いた後,裁判員競判対象事件で追起訴力Iあったため裁判員の参加する合畿体で審理さh,て終局したものについては,裁判員
力惨期した審理力垳われた期間を実審理期間とした。

（3） 東日本大震災の影響等で公判期日力誕期され’裁判員が解任されたものについては,改めて選任さ乳た蕊判員の参加した審騨垳われた期間を実審理期
間とした．

3 闇廷回数には，裁判官のみで行われた公判の回数を含む.． ‘
4判決人員には少年法55条による家裁移送淡定があったものを含み,裁判員が参加する合議体で審理力垳われずに公隣緊却判決があったものを合ま喉い，
5翁判員法3条1項の除外決定力Kあったものを除く。

6遠綴値である。

（

－7－

累計 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 軸27年 平成28年 平成29年 平成30年
平成31年

(4月末）

総数

判決人員

平均実審理期間(日）

平均開廷回敷(回）

11,864

･8.1

4.4

142
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1,506
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自白
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平均実審理期間(日）
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裁判員裁判の実施状況について(制度施行～平成31年4月末･速報）

表8平均取調べ証人数の推移(自白否認別）

裁判員の穆加した合畿体により審理終局した事件ごとの件数建てである，

匪人の数は’相鮎入のみの関係で取り閾ぺた証人を含む．
双方爾求の蝿合には，職察官舗求騒人敷j及びI弁霞人側請求鉦人駒に重捜して肝上Lた。

「取鬮匪人実人蜘には,職権で取り閏ぺた睡人を含む．

判決件敷には少年法55条による豪裁移送決定があったものを含み，鼠判員力;穆加する合監体で審理が行われずに公脈棄却判決力;あったものを含まない。

蕊判員法3条1項の除外決定があったものを除く。

慨数である．

１
２
３
４
５
６
７

１注ｉ

-.8･≦

累計 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平磁5年 平成26年 平成2
句

7年 平成28年 平成29年 平成30年
平成31年

(4月夫）

総徴

判決件敷

取関ぺ証人実人数

憤察爾求歴人散

弁篭人側請求証人敷

11,147

2.8

･ 1.8

1.3

138

1.6

0.7

1.1

1,423

2．1

1．1

－

1．3

ｉ
ｒ
ｉ

l,4421 1,415
卜
０
６

2.3 3.0

1.3 、 2．0

1.2 1.3

1,294

2.9

｡

1.3

1,131

2.0

1.3

1,104 1,037
p

3.0 3.1

2.1

１
４
１
１
１

1.3 1．3

900

3.1

1.3

958

3.1

2.2

1.2

305

2.9

2.0

1.2

自白

判決件数

取鬮ぺ鉦人実人数

償凛官調求湿ﾉ､数

弁霞人側繍求鉦人数

5,995

1．7

0,7

1.2

110 905 818 753 662
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Ｉ
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▽
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８

0.5

j
△ 1
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０

ロ

色

、

1.2 1 1.2 1.2

602 579 532

1.9 2.0 1.9

1 .0 1 ．0 0.9

1.2 1 ．3 1.3

417

1.9

0.9

1.3

463

1.8

0.9

1.2

154

1.7

0.7

1.1

否認

判決件数

取開ぺ鉦人実人数

績察官蒲求厩人数

弁霞人側萌求証人数

5,152

4.0

3.1

1.3

28

2.4

1.2

1.3

518 624

1

3.31
I

3.4
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1.3 1.2
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１
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1.3

483

4.2

3.3
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495

4.4

3,6

1.2

151

4.2

3.3

l.4



裁判員裁判の実施状況について(制度施行～平成31年4月末･速報）

表9平均評議時間の推移（自白否麗別）

１
２
３
４
５

１注Ｉ 判快人員は実人員である． 、

呼隆時間には，中間解叢に要した時間を含まない。

判決人員には少年法55条による康散移送決定があったものを含み,競判員が参加する合儀体で審理力垳われずに公脈棄却判決があったものを含鈍い，

蕊判員怯3条1項の除外決定力;あったものを除く。

速報値である．

、

－9－

累計 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年
平成31年

(4月末）

総数

判決人員

平均解離時間 (分）
■

11,864

651.2

142

397.0

1,506

504.4

1,525

564.1

1,500

619.8

1,387

630.1

1,202

674.9

1,182

719.6

1,104

731.9

966

･760.3

1,027

778.3

323

749.9

自白

判決人員

平均評離時間(分）

6,442

506.4

114

377.3

970

438.7

・ 885

468.4

806

475.2

725

498.1

6“

532.2

623

541.9

568

560.1

449

580.3

496

583:9

162

533.2

否認

判決人員

平均評騒時間(分）

5,422

823.2

28

477.3

536

623.4

640

696.3

694

787.7

662 558

774.6

Ｉ

Ｐ

６

９

Ｉ

‐

１

Ｉ

Ｂ

Ｉ

ｑ

839.6

559

917.7

536

914.1

517

916.6

531

959.8

161

968.0
●


